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精神科医師による相談　1①ｱﾙｺｰﾙ専門12月4日（水）14:00～/15:00～ ②精神一般12月11日（水）14:00～/15:00～　2①瀬戸保健所豊明保健分室
②瀬戸市やすらぎ会館401会議室　5開催日の１週間前までに電話で申込　0瀬戸保健所こころの健康推進グループ 0561‐82‐2158　記事ID13294
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市政情報

教育委員会の事務点検評価
報告書

0教育総務課 ☎ 56-0625
記事ID 11990

季節性インフルエンザの予防
0健康推進課 ☎ 63-3300

記事ID １１０３

新教育委員就任
0教育総務課 ☎ 56-0625

記事ID 431

名古屋都市計画用途地域、
地区計画案の縦覧

0都市計画課 ☎ 56-0622
記事ID 13460

犯人は、窓ガラスを割ったり、玄関ドア
をバール等でこじ開けて侵入します。外
出する際は、必ず窓や玄関の施錠を確
認すると共に、補助錠や防犯フィルム、
ガードプレートなどを活用しましょう。
また、侵入盗の対策には、「光」「音」「時
間」「地域の目」が重要です。被害に遭わ
ないために積極的に防犯対策を行いま
しょう。

～困ります！自転車置きざり　知らんぷり～
本市では、昨年202台の放置自転車を
処分しています。放置自転車は通行の妨
げとなるばかりでなく、犯罪の温床となり
かねません。一人ひとりが駐輪マナーを
守って、放置自転車の無い快適なまちづ
くりにご協力ください。
【自転車盗は犯罪です！】
市では、2019年1月から9月末現在

で、91件の自転車盗難の被害が発生して
います。盗難自転車は、別の犯罪に使わ
れたり、乗り捨てられて、放置自転車とな
る場合があります。
●自転車から離れるときは、短時間でも
必ずカギをかけましょう

●ワイヤー錠などを使ってツーロック（カ
ギを2つかける）にしましょう

●防犯登録、記名をしましょう
●路上等に放置せず、駐輪場に駐車しま
しょう
●盗難にあったら、警察に盗難届を出し
ましょう

住民税非課税者で購入を希望する人
の内、まだ申請していない人は、11月末
までに申請してください（消印有効）。期
間までに申請がない場合は、辞退したも
のとみなされますのでご注意ください。
申請書が届かないなど、不明な点はコー
ルセンターへ問い合わせてください。

くらしに役立つ情報をコンパクトにまと
めた「くらしの豆知識」を配布します。
今回の特集は「ひとり立ちを応援！消
費生活ナビ」「災害に備える」です。
１１月18日（月）から悩みごと相談室窓
口で100部配布（なくなり次第終了）

DV（ドメスティックバイオレンス）とは
DVにはあらゆる形の暴力が含まれます
身体的暴力：平手で打つ、足で蹴る など
精神的暴力：大声で怒鳴る、ののしるなど
経済的暴力：生活費を渡さない、仕事をす
ることに反対するなど
性的暴力：嫌がっているのに性的な行為
を強要する、避妊に協力しない など
相談窓口　暴力に悩んだら、暴力を受け
ている人を見かけたら、一人で悩まずに
すぐに相談してください。
市家庭児童相談室　63-9500（平日
9:00～17:00）
女性相談　56-0633（月2回、予約優先）
県女性相談センター　052-962-2527

（平日9:00～21 :00、土・日9:00～
16:00）
DV相談ナビ　0570-0-55210（最寄り
の相談窓口を案内します。相談は、各機関
の相談受付時間内に限る）
11/12～25
女性に対する暴力をなくす運動
夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売
買春、セクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為など女性に対する暴力は、女性
の人権を著しく侵害するものであり、男女
共同参画社会を形成していく上で克服す
べき重要な課題です。

111月18日（月）～24日（日）
8：30～19：00（土日は10：00～17：00）

GＤＶ、セクハラ、ストーカー行為などの
女性の人権問題に関する相談。
相談内容の秘密は固く守られます。一
人で悩まず、気軽に相談してください。
相談　0570-070-810（女性の人権ホッ
トライン）

ナビダイヤル受付期間：11月1日～3月
15日
国民年金保険料は税申告において
2019年1月から12月までに納めた保険
料が社会保険料控除の対象となります。
2019年1月1日から10月1日までに納
付された人には11月上旬に日本年金機
構より「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が送付されますので、年末調
整・確定申告の際に必ず添付してくださ
い。また2019年10月2日から12月31日
までに今年はじめて納付された人は、
2020年2月上旬に送付されます。

季節性インフルエンザは流行性があ
り、いったん流行が始まると、短期間に多
くの人へ感染が拡がります。日本では、例
年１２月～３月が流行シーズンです。
●流行前にワクチン接種を行いましょう
●帰宅後はうがいと手洗いをしましょう
●十分な休養とバランスのとれた栄養摂
　取を心がけましょう
インフルエンザにかかった場合、早め

に医療機関を受診しましょう。

111月15日（金）～29日（金）
2都市計画課、区画整理課
G名古屋都市計画用途地域の変更案、
長久手中央地区の地区計画の変更案
および公園西駅周辺先導住宅街区地
区の地区計画の案を都市計画法第17
条第1項の規定に基づき縦覧します。

K縦覧期間中、市に対して意見書の提出
が可能。

横田真規子さんが10月4日に退任し、
新たに安藤京子さんが10月5日から教
育委員に就任しました。

「教育に関する事務の管理及び執行状
況の点検及び評価の結果に関する報告
書」の2018年度分を作成しました。西庁
舎の情報コーナーや市HPで閲覧可。
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秋の火災予防運動
　11月9日から11月15日まで、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。この運動は、火災が発生しやすい時
季を迎えるにあたり、予防の意識を高めることで火災の発生を防止し、尊い命を守るとともに財産の損失を防ぐこと
を目的としています。この機会に、住宅における火災予防の三つの習慣と四つの対策を確認しましょう。

平成30年度尾三消防組合一般会計決算
　平成30年度は、歳入総額3,672,716千円に対し、歳出総額3,617,599千円で、執行率98.5％となりました。
　広域化初年度として、消防力の低下を招くことなく、重複車両の更新をストップするなど経費の節減に努めなが
ら、保有する消防力の適正配置や運用の最適化を図るなど、広域消防力を最大限引き出す施策に取り組みました。

◎三つの習慣
・寝たばこは、絶対にしない。
・調理中は、コンロから離れない。
・ストーブの上で洗濯物を干さない。

◎四つの対策
・住宅用火災警報器を設置する。
・住宅用消火器を設置する。
・エプロンや寝具類は、燃えにくい防炎品を使用する。
・隣近所と協力体制をつくる。
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